
 

 

 

 

 

      助け合い粟田への御用は       ０８０-１３５５-７７８９（会長）へ 
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                                 tasukeaiawata@outlook.com（千葉）へ→ 
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助け合い粟田のページ→ 回
覧 

活動会員の高齢化対策が必要です。 

活動会員の平均年齢は76歳、50%は80歳以上。 

活動会員全員で助け合い粟田の活動に賛同する仲間を増やす活動を展開します。

［１］「宅内外作業」活動について 

創立以来15年間継続してきた「第一の大黒柱」というべき植木・修繕作業を更に継続し町

内の皆さんの根強い要請に応えます。 

近年、活動会員の高齢化の影響で活動時間が減少傾向にありますが、新たな活動会員を増

やして対応します。 

［２］「福祉・介護支援］活動について 

（１）活動開始し３年目にあたり、高齢の方・障害のある方・子育て中の方々らの相談に

応じた活動を更に継続します。高齢化傾向の続く粟田地区での要請は益々増加すると考え

られますので、これまでの経験を活かし「第二の大黒柱」とすべく活動を継続します。 

（２）町内関連団体(町内会・民生委員)との連携を継続します。 

町内会は新たに福祉連絡担当特命理事を任命しましたので、今後更に組織的な連携体制を

強めます。 

［３］活動会員の作業時間について 

月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ を基本としますが、活動会員・利用会員の都

合を考慮し調整します。 

 

作業の詳しい内容は助け合い粟田ホームページをご参照ください。 
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令和5年5月の＜助け合い粟田活動報告＞
及び  登録情報（5月末現在）　

□利用会員登録数　　                 405名   (前月比＋2)
□活動会員登録数　　　               46名   (前月比+1)
□活動時間（作業系＋福祉系）　125.25時間
□利用者数　　　　　　　　      19名　

   （前月比 +38.75）

助け合い粟田ニュース安心・安全・快適

助け合い粟田の活動会員を求めています！

助け合い粟田では利用会員が同乗しないで行う『買物代行』『荷物運搬』
などのサービスを近 に々再開できるよう準備しております。

自家用自動車を使った活動再開を準備しています！！

(1)「通院同行」サービス (活動会員が自家用車を運転して同行するサービス) 
 ■料金　自宅 ⇔ 病院間は時間、距離に関わらず対象外(無料)ですが待機時間
　　　　は費用が発生します。
(2)「院内介助」サービス(診察・検査・会計等院内で同行し介助するサービス)
■ 料金　(病院内での介助、待機に要する時間とその他の合計)
　　　　最初の1時間は1,000円程度の利用者負担となります。
　　　　その他ガソリン代、有料道路料金、駐車料金などの実費加算を想定しています。
　

[1]「買物代行」サービスにおいて
<利用会員が同乗しない場合のみ検討>
利用会員の依頼で「買い物を代行」するサービス
■ 料金(イ)最初の1時間は500円　
          　(ロ)1時間を超えた場合は、30分ごとに250円
 　　　(ハ)その他 ガソリン代金、有料道路通行料金、駐車場使用料金
[2]「荷物運搬」サービスにおいて
<利用会員が同乗しない場合のみ検討>
利用会員の依頼で「物品のみを搬送」するサービス
■料金 (1)町内の場合の料金　 1回につき100円(ガソリン代金相当分)
　　　 (2)町外(横須賀市内)の場合の料金
　　　(イ)最初の1時間は500円
　　　(ロ)1時間を超えた場合は、30分ごとに250円
　　　(ハ)その他ガソリン代金、有料道路通行料金、駐車場使用料金

これらのサービスは事前
に登録した会員のみが
利用できます。
登録・申し込みなど詳し
くは電話にてお問い合
わせください。

☎：080-1355-7789
助け合い粟田

ご注意

記載事項は検討案で確定事項ではありません

利用会員が同乗する「通院同行・院内介助」サービスは法的な諸問題及び管理運営体制・
損害保険等の明確化とともに活動会員の十分な確保を経て開始する予定です。




